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席
@
重
席
・
加
席
問
題

寺

国

でH-

r巴

苅
趨
の
可
凡
径
の
織
に
「
掌
五
九
五
席
之
名
物
」
と
あ
る
、
が
、
今
と
¥
で
問
題
と
す
る
の
は
席
で
あ
っ
て
、
そ
の
席
の
種

類
と
数
・
3
方
と
に
就
い
論
じ
て
み
よ
ラ
と
忠
ム
。

一
、
席

府
を
設
け
る
場
令
、
そ
の
事
の
性
質
、
例
へ
ば
祭
認
と
か
祭
客
と
か
に
よ

b
、

ば
天
子
と
か
誇
侯
と
か
に
よ
っ
て
、
積
々
の
差
を
設
け
て
あ
る

Q

叉
そ
れ
に
斗
一
在
府
す
る
入
の
'
身
分
、
例
へ

ヴ
り
九
径
の
五
府
と
い
よ
の
は
、
鯨
注
に
よ
れ
ば
、
莞
・
綴
・
次
e

滞
・
能
…
の
五
種
の
応
で
、
そ
の
外
に
向
一
民
事
に
応
ひ

る
烹
・
花
の
二
砲
の
席
、
か
あ
る
。
部
ち
場
所
と
場
会
と
人
と
に
よ
っ
て
区
別
せ
ら
れ
限
定
せ
ら
れ
て
ゐ
る
。
莞
は
炭
粍
に

一
同
と
い
ひ
、
溺
靴
作
に
持
議
…
と
い
よ
が
、
誌
の
新
干
の
抑
制
筆
に
は
小
滞
を
い
ふ
と
あ
る
。
要
す
る
に
同
一
物
で
あ
っ
て
、
水

中
に
叢
生
し
、
細
玄
で
間
く
て
中
空
で
あ
る
。
之
か
ら
一
加
を
作
る
。
緩
は
郷
注
で
は
滞
務
を

Mm
っ
て
之
を
問
主
」
展
べ
、
五
釆

に
編
む
と
い
ム
ο

次
は
桃
の
木
の
校
を
版
次
排
列
し
て
校
校
を
作
っ
た
も
の
と
い
ふ
。
鄭
斗
川
，
尚
氏
は
虎
の
皮
と
い
ム
。
蒲
は

月
一
刊
に
比
し
て
粗
mm
で
応
卒
で
あ
る
。
能
…
は
能
…
の
皮
を
応
に
す
る
叶
査
は
大
践
で
あ
在
、
花
は
公
会
大
夫
鵡
の
部
た
に
は
料

葦
と
あ
ら
、
叉
今
文
で
は
花
を
莞
と
し
て
ゐ
る
。
日
延
等
の
市
は
夫
ん
γ

次
の
や
う
に
用
び
ら
れ
る

J

凡
そ
大
朝
鋭
・
大
饗
・
大
射
・
封
践
の
誇
侯
k
命
ず
る
場
令
等
に
は

一
路
と
戸
と
の
間
に
於
て
、

王
位
に
黒
日
の
文
の



斧
形
の
あ
る
屍
風
の
形
を
し
た
制
依
を
設
け
、
そ
の
依
の
前
に
南
向
に
王
の
怨
に
莞
徒
一
紛
純
を
設
け
、
総
府
主
純
子
)
加
へ
、

次
席
蹴
純
子
}
加
へ
る
。
二
郷
に
於
て
設

mmが
多
少
呉
っ
て
ゐ
る
、
が
、
莞
銭
は
白
締
の
線
、
が
取
っ
て
あ
'
夕
、
終
結
は
前
十
一
芦
泌
を

重
い
た
線
、
が
取
っ
て
あ
b
、
次
席
は
黒
自
の
文
の
斧
形
の
あ
る
線
、
が
取
っ
て
あ
る
。
そ
し
て
一
は
娃
と
い
び
、
二
は
一
服
と

い
ム
の
は
、
ど
ヲ
い
よ
わ
け
で
あ
る
か
ο

春
官
の
序
官
一
一
川
九
娃
の
鄭
だ
に
「
徒
一
亦
府
也
、
鈍
阪
日
鑑
、
蒋
之
日
席
、
然
主
ハ

一
一
一
一
口
之
鐙
応
通
一
夫
」
と
あ
b
、
叉
そ
の
臓
の
所
の
交
流
に
は
、
経
も
涼
も
意
味
は
同
じ
で
あ
る
、
が
最
初
地
上
に
放
く
一
重
一

を
娃
と
い
ひ
、
次
に
共
の
上
に
章
一
ね
て
敷
く
を
応
と
い
ふ
。
更
に
郷
注
を
引
い
て
莞
悠
・
縫
い
加
・
次
市
の
三
重
で
あ
る
と

い

ο
て
ゐ
る
。
印
ち
総
府
を
加
へ
次
席
を
加
へ
る
と
い
よ
か
ら
、
間
保
…
加
と
次
席
と
は
勿
論
加
席
で
あ
る
、
が
、
大
一
法
廷
と
総
席

次
席
と
で
三
重
と
い
ふ
の
は
、
次
に
論
じ
よ
う
と
す
る
重
席
の
三
章
一
と
い
ム
意
味
で
あ
る
か
ど
ラ
か
。
思
ふ
に
之
は
そ
の

意
味
で
は
な
く
、
一
二
税
の
席
を
童
相
る
と
い
ふ
意
味
で
あ
ら
う
。
乃
ち
そ
の
下
の
怒
文
及
び
鄭
注
を
見
る
と
、
王
、
が
先
王

子
一
紀
る
時
の
席
と
、
砕
を
受
け
る
持
の
席
も
亦
乙
の
ゃ
う
で
あ
る
と
あ
っ
て
、
支
疏
に
は
先
王
を
泥
る
は
宗
一
廟
の
六
享
を

い
ひ
、
山
一
向
上
の
三
積
の
席
を
用
ひ
、
酢
席
は
玉
、
が
戸
に
献
し
戸
、
が
王
に
砕
し
、
玉
、
が
そ
の
酢
を
受
け
る
時
の
席
を
い
ひ
、

泳
上
の
三
重
一
の
席
と
同
じ
で
あ
る
と
い
っ
て
ゐ
る
か
ら
、
先
代
莞
築
総
席
次
席
の
三
官
一
一
と
い
っ
た
の
は
、
や
は

b
乙
¥
と

同
じ
く
三
種
の
席
と
い
ふ
意
味
に
用
ひ
た
も
の
で
、
章
一
席
の
三
章
一
と
い
ふ
意
味
で
は
な
い
。
従
っ
て
そ
の
賀
疏
に
於
て
最

初
地
上
に
敷
く
一
章
一
を
径
一
と
い
ふ
と
い
っ
た
一
章
一
も
、
一
穫
と
い
ふ
べ
き
で
あ
ら
う
っ
何
と
な
れ
ば
、
王
の
と
の
敷
席
の

訟
は
、
後
の
重
席
の
所
で
間
切
に
衣
る
、
か
、
径
は
二
忠
一
で
は
な
く
て
、
五
重
で
あ
る
と
思
ふ
か
ら
で
あ
る

U

誇
侯
が
一
耐
袷
及
び
四
時
の
祭
和
友
す
る
時
は
、

e

滞
緩
~
仙
相
続
で
大
一
五
席
紛
純
を
加
へ
、
そ
の
酢
席
は
莞
鎧
紛
純
で
緩
席
最
一
品
純

を
加
へ
る
。
図
案
を
帰
前
に
鐙
す
る
時
も
同
じ
で
あ
る
。
部
ち
王
の
場
合
は
三
種
の
席
で
あ
っ
た
が
、
談
侯
の
場
人
口
は
二

四



四
回

穆
の
席
で
あ
る
。

天
子
邸
ち
玉
、
が
四
時
の
回
猿
に
は
能
川
席
を
設
け
、
叉
喪
事
に
は
葦
箆
を
設
け
て
、
粕
席
代
は
荏
湾
総
絡
を
回
出
ぴ
、
諾
侯

は
紛

J

純
で
あ
る
が
、
是
等
は
非
常
の
場
会
で
あ
る
か
ら
そ
の
敷
き
方
も
異
っ
て
ゐ
る
。

二
、
重
席
e

加
席

総
記
の
鎗
器
代
「
天
之
席
五
童
、
諸
侯
之
席
三
重
、
大
夫
再
重
」
と
あ
り
て
、
鄭
注
に
此
の
差
を
以
て
す
れ
ば
、
上
公

は
四
重
で
あ
る
と
い
ひ
、
孔
疏
に
は
諾
侯
の
席
三
重
と
は
、
相
朝
す
る
時
を
い
ひ
、
一
祭
主
皆
同
じ
で
あ
る

d

三
重
と
は
間

席
で
あ
る
。
次
に
引
設
と
し
て
「
熊
兵
一
五
、
二
重
別
三
席
也
」
と
い
ひ
、
大
夫
再
重
は
人
君
よ
b
卑
し
い
故
で
あ
る
。
(
中

路
)
天
子
が
肢
に
五
重
で
諸
侯
が
三
重
で
あ
れ
ば
、
乙
の
席
数
と
一
旦
数
棺
数
等
併
せ
て
案
ず
れ
ば
、
上
公
と
諸
侯
と
の
席

毅
は
同
一
で
は
な
い
。

A
1
諸
公
が
三
重
で
あ
れ
ば
、
切
か
に
上
公
は
四
重
で
あ
る
。
能
…
氏
が
い
ふ
に
、
天
子
袷
祭
の
席
五

重
と
い
ふ
の
は
此
の
文
の
乙
と
で
、
別
ち
一
獅
は
宜
し
く
四
重
で
あ
る
べ
く
、
叉
持
祭
三
番
一
と
は
一
一
円
九
径
の
職
の
文
で
、
一
利

の
砕
を
受
け
る
涼
も
然
b
と
い
ひ
も
更
に
大
朝
鋭
・
大
饗
・
封
図
諸
侯
を
命
ず
る
持
も
皆
然
b
と
い
っ
て
、
是
は
可
九
件
処

の
臓
の
文
に
よ
っ
て
知
る
と
述
べ
て
ゐ
る
。

政
織
に
「
可
{
V
Y
U

粂
各
重
席
、
設
子
安
左
東
上
L

と
あ
っ
て
、
銘
注
に
重
席
と
は
務
径
を
重
ね
る
と
あ
っ
て
、
部
員
疏
に

「
案
公
〈
乃
島
大
夫
詑
一
去
、
可
宮
具
九
郎
(
蒲
経
常
絡
布
純
、
加
十
位
応
等
玄
白
巾
純
」
と
あ
る
が
、
彼
は
異
踏
の
賓
の
魚
で
あ
っ
て
、

蒲
悠
と
夜
応
と
の
二
種
の
い
郎
、
が
あ
る
か
ら
、
加
と
務
す
る
と
い
っ
て
ゐ
る

u

叉
燕
躍
に
「
郷
升
奔
受
紙
、
主
人
奔
仕
込
級
、

卿
僻
番
一
席
、
可
宮
徹
之
」
と
あ
る
鄭
注
代
、
重
席
は
加
席
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、
そ
の
重
議
し
て
ゐ
る
が
魚
に
之
を
去

る
。
之
は
君
を
避
け
る
の
で
あ
る
と
あ
る
。
部
ち
二
種
の
席
に
於
て
加
涼
と
い
ひ
、

一
穫
の
席
を
重
ね
て
設
け
る
か
ら
重



席
と
い
ふ
の
で
あ
る
。
郷
飲
酒
躍
に
も
「
若
布
選
者
諸
公
大
夫
、
別
俊
一
人
奉
解
乃
入
、
席
子
察
-
一
果
、
公
三
室
、
大
夫
再

重
」
T

と
あ
っ
て
、
支
疏
に
三
重
一
件
重
と
い
ふ
も
の
は
、
席
に
地
の
依
る
べ

3
あ
る
之
と
、
衣
裳
の
身
に
在
る
が
如
く
、
一

綴
を
一
軍
一
ξ
な
し
、
一
件
童
三
重
は
猶
二
銭
三
領
の
如
し
と
あ
る
。
只
是
だ
け
で
は
一
種
の
席
か
二
穏
の
席
か
分
ら
ぬ
。
そ

れ
は
衣
裳
に
よ
っ
て
一
重
は
一
枚
、
二
重
は
二
枚
、
三
重
は
三
枚
重
ね
る
之
と
は
分
っ
て
も
、
そ
れ
が
一
種
か
二
種
か
を

明
示
し
℃
な
い
か
ら
で
あ
る
。
共
の
下
の
経
に
「
大
夫
別
如
介
躍
、
有
諸
公
知
僻
加
席
委
子
席
端
、
主
人
不
徹
、
無
諸
公

別
大
夫
辞
加
府
主
人
説
不
去
加
応
」
と
あ
る
。
鄭
注
に
加
席
は
上
席
で
あ
る
。
大
夫
の
席
は
再
重
と
い
っ
て
ゐ
る
。
資
疏

で
は
之
を
説
明
し
て
、
加
席
は
上
席
で
あ
る
と
い
ぶ
の
は
、
立
〈
の
存
主
三
重
は
皆
一
穏
で
あ
る
か
ら
、
上
席
を
加
席
と
い

よ
の
で
あ
る
。
郷
射
般
の
詑
に
も
「
務
娃
絡
布
純
」
と
あ
る
か
ら
‘
明
か
に
異
席
は
な
い
。
共
の
郷
大
夫
が
賢
者
を
支
し
、

公
と
大
夫
と
来
っ
て
鵡
を
観
る
の
み
で
あ
る
か
ら
、
倶
に
章
一
致
を
加
へ
た
、
が
、
更
に
異
席
は
な
い
と
い
っ
て
ゐ
る
。
部
ち

と
の
鄭
注
の
加
席
は
一
種
の
席
を
重
ね
た
上
部
の
席
を
意
味
し
た
も
の
で
‘
前
の
綴
席
を
加
へ
次
席
を
加
へ
た
ゃ
に
ノ
な
異

種
の
も
の
を
意
味
し
た
の
で
は
な
い
。
従
っ
て
重
席
、
が
一
種
の
席
を
重
ね
た
席
で
あ
る
乙
と
は
い
よ
/
¥
明
か
で
あ
る
。

そ
乙
で
前
惑
の
機
器
の
孔
琉
に
あ
る
や
う
に
、
乙
の
重
席
の
三
重
、
が
四
席
で
あ
b
、
二
重
、
が
三
席
で
あ
れ
ば
、
加
席
、
が

上
部
に
一
席
あ
る
か
ら
.
下
部
に
三
重
の
場
合
は
三
席
あ
b
、
二
重
の
場
合
は
二
席
あ
る
と
と
に
な
る
。

郊
特
牲
に
「
大
饗
君
三
重
席
雨
降
潟
」
と
あ
っ
て
、
そ
の
孔
琉
に
「
案
周
稽
可
九
籍
、
議
佼
莞
第
紛
絡
、
加
緩
席
蓋
純
、

上
有
二
席
、
得
魚
三
重
者
、
皇
氏
一
瓦
、
コ
一
章
一
者
、
有
四
席
急
三
室
、
謂
舗
一
莞
径
三
、
上
知
機
席
」
と
皇
氏
の
設
を
引
詮
し
て

ゐ
る
。
部
ち
莞
建
紛
絡
と
繰
席
蚤
純
と
で
は
、
諮
惑
の
や
う
に
二
種
の
席
で
あ
っ
て
、
と
の
こ
穫
の
席
を
重
ね
た
の
で
は

三
重
と
は
攻
ら
な
い
。
部
ち
二
重
と
い
ム
べ
き
で
あ
る
。
然
る
に
誇
俣
の
席
三
章
一
と
い
ム
の
ほ
唱
皇
氏
の
設
の
や
う
に
、

四
五



四
六

下
に
敷
く
莞
娃
粉
純
を
三
章
一
に
す
る
と
と
で
、
緩
席
重
純
は
加
席
で
あ

ο
て
、
乙
の
席
の
童
数
に
間
関
係
は
な
い
。
然
る
に

熊
氏
は
郊
特
牲
の
孔
疏
に
引
い
て
あ
る
所
に
依
る
と
「
席
之
童
数
、
異
於
棺
也
、
三
重
止
三
席
也
」
と
い
っ
て
ゐ
る
が
、

ぞ
れ
な
ら
ば
と
の
二
種
の
席
で
三
重
で
あ
る
乙
と
を
如
何
に
説
明
し
よ
ベ
ノ
と
す
る
の
か
。
殊
に
前
症
の
穫
向
指
の
孔
琉
に
よ

れ
ば
、
熊
氏
の
設
を
引
い
て
「
能
…
氏
云
二
重
別
三
一
郎
也
」
と
あ
る
。
も
し
孔
琉
に
謀
、
が
な
い
と
す
れ
ば
、
能
…
氏
の
設
は
前

後
撞
着
し
た
議
論
で
揚
る
に
足
ら
ね
も
の
で
あ
る
。

以
上
論
じ
た
所
に
よ
り
て
、
天
子
の
席
五
重
も
同
援
に
下
に
敷
く
莞
娃
紛
絡
が
五
重
で
あ

ο
て
、
そ
の
上
に
縦
一
川
市
立
純

と
次
防
総
純
と
の
こ
穏
の
加
府
を
加
へ
る
乙
と
に
な
る
。
以
下
回
童
、
三
室
、
二
重
二
一
一
塁
も
皆
乙
れ
と
同
様
に
童
数
を
数

へ
、
加
席
の
数
は
二
種
の
時
も
一
一
様
の
時
も
あ
b
、
又
加
席
は
無
い
時
も
あ
る
が
、
出
の
章
一
致
に
は
猿
化
は
な
い
。
従
っ

て
席
は
加
…
加
を
含
め
る
と
天
子
の
持
は
五
重
七
一
郎
と
な
L

ジ
、
諸
伎
の
時
は
三
童
図
席
‘
大
夫
は
再
重
三
席
、
土
は
一
重
二

府
と
な
っ
て
、
之
を
五
重
五
席
、
三
章
一
三
席
、
二
重
二
席
、
二
車
二
席
と
考
へ
る
も
の
は
設
で
あ
る
心

(
経
)

易

字

致

1I兎

政

討E

理
由
如
何
と
い
ふ
と
と
に
な
る
と
必
ず
し
も
判
明
し
て
ゐ
な
い
。

引
が
が
書
物
の
名
で
あ
る
と
と
は
先
入
が
肢
に
幾
度
か
逮
べ
て
ゐ
る
所
で
一
年
は
れ
尚
一
事
支
で
あ
る
。
然
ら
ば
北
(
の
命
名
の

で
専
ら
波
文
を
あ
さ
っ
て
色
々
考
へ
て
み
た
報
告
が
本
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